
第６期障害者政策委員会 今後のスケジュール（案） 

○ 計画期間の初年度である令和５年度における各府省庁の実施状況がとりま

とまる令和６年夏以降、障害者基本計画（第５次）の実施状況の監視を３

回に分けて審議。

○ 障害者権利委員会の総括所見については、障害者基本計画（第５次）にお

いて、「障害者政策委員会においても、必要に応じ、各府省における検討や

対応を踏まえながら、本基本計画の実施状況の把握等を通じ、勧告等への

対応について監視を行っていく。」とされていることを踏まえ、各回の該当

箇所において議論。

令和６年（2024 年） 

３月７日 第 78 回障害者政策委員会 

・改正障害者差別解消法の施行について

８月～９月 第 79 回障害者政策委員会 

・障害者基本計画（第５次）の実施状況について

（①差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止、②安全・安心な生活環境

の整備、③情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実）

９月～10 月 第 80 回障害者政策委員会 

・障害者基本計画（第５次）の実施状況について

（④防災、防犯等の推進、⑤行政等における配慮の充実、⑥保健・医療の推

進、⑦自立した生活の支援・意思決定支援の推進）

10 月～11 月 第 81 回障害者政策委員会 

・障害者基本計画（第５次）の実施状況について

（⑧教育の振興、⑨雇用・就業、経済的自立の支援、⑩文化芸術活動・スポ

ーツ等の振興、⑪国際社会での協力・連携の推進）

※ 上記のスケジュールはあくまで現時点での案であり、日程調整等の結果、スケジュー
ルが変更となる可能性がありうる。


